
四日市市告示第９６号  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定に基づき

、公金事務を指定公金事務取扱者に委託したので、同条第２項の規定により告示

する。  

令和８年３月１７日  

 

四日市市長   森   智  広    

   

１  指定公金事務取扱者の名称及び住所または事務所の所在地  

  東洋テック株式会社    

  三重郡菰野町潤田字六反田４０４７番地１  

 

２  委託した公金事務に係る歳入等または歳出  

  旧土地台帳等の閲覧・証明手数料（納税証明等手数料）  

 

３  指定公金事務取扱者の指定をした日  

  令和８年３月１７日  

 

４  公金事務の委託をした日  

  令和８年４月１日  

 

５  委託の期間  

  令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで  

 

（財政経営部資産税課）  

 


